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嵐山町に「給与支
払報告書」が提出
されている場合は

届かない場合でも申告が必要な場合があります。
町内にお住まいの方（令和8年1月1日現在）で、申告書が自宅に

フローチャートは一般的な例を示しています。ご自身の状況によって変わる

場合もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

フローチャートを参考にご確認ください。
令和８年度（令和７年分） 申告フローチャート

控除（扶養控除や
医療費控除など）
の追加がある

はい

はい

収入なし又は

超えている
年金収入が400万円を
超えている

収入が経費と所得税の控除の
合計額を超えている

嵐山町に申告する必要はありません。
令和８年１月１日に住んでいた市区町村に

ご相談ください。

スタート！！

令和８年１月１日現在、嵐山町に住んでいますか？

給与収入が2,000万円を

主に営業・農業・不動産主に年金収入主に給与収入非課税所得のみ

はい

前年中（令和７年１月～１２月）にどのような収入がありましたか？

いいえ

はい いいえ はい 又は毎年確定申告をしている

非課税所得とは…遺族の受ける恩給

や年金、障害年金、給付金（国民健

康保険・後期高齢者医療保険・失業

等）、児童手当、公立高校の就学支

援金など

いいえ

はい いいえ

年金以外の所得がある
控除（扶養控除や医療費控除

など）の追加があるいいえ
勤務先は１か所だけで
年末調整をしている

次の①、②のいずれかに該当する
65歳以上（S36.1.1以前生まれ）
年金収入合計額が148万円を超えている

はい はい いいえ

いいえ

年金以外の所得が
20万円を超えている

はい

給与以外の所得がある
いいえ

合計収入が123万円
を超えている又は いいえ

複数であっても年末調整で合算

している場合は「はい」へ
所得の合計額が所
得税の控除の合計
額を超えている

いいえはい
はい

いいえ

勤務先から嵐山町に「給与支
払報告書」が提出されている

いいえ

65歳未満（S36.1.2以後生まれ）
年金収入合計額が98万円を超えている

はい
いいえ

いいえ

給与以外の所得が20万円を
超えている

はい（不明の場合は勤務先にご確
認ください）

④に該当（不明の
場合は勤務先にご
確認ください）

年金以外の所得が
給与のみの場合で

ご自身の収入などを確認して、早めの申告をお願いします。

所得税の確定申告（以下「確定申告」）をすれば、町・県民税の申告は必要ありません。なお、確定申

告において「住民税・事業税に関する事項」欄に該当する事項・金額があれば必ず記入してください。

所得税が源泉徴収されていて、申告によって所得税の還付を受ける際は、確定申告が必要です。確定申

告をした方は、町・県民税の申告は必要ありません。

以下の方は【収入なし】の申告をしてください。

・課税（非課税）証明書等が必要な方

・国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方　など

※町内に住んでいる方の扶養親族として申告されている場合は、申告不要です。

所得税の確定申告が必要

です。

町・県民税の申告が必要

です。

町・県民税の申告が必要

になる場合があります。

所得税の確定申告及び町・

県民税の申告は不要です。
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